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１１１１．子ども・子育て支援新制度．子ども・子育て支援新制度．子ども・子育て支援新制度．子ども・子育て支援新制度    

子育てをめぐる全国的な現状・課題に対応するため、平成 24 年８月に成立した子

ども・子育て関連３法に基づき、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提

供」や「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」、「地域の子ども・子育

て支援の充実」を計画的に進めるための新たな制度が平成 27 年４月に施行されまし

た。 

●新制度のポイント 

 

●新制度の事業・給付体系 
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●支給認定区分 

 

 

 

２２２２．．．．子ども・子育て支援事業計画とは子ども・子育て支援事業計画とは子ども・子育て支援事業計画とは子ども・子育て支援事業計画とは    

子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。国から

示された基本指針に基づき、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・

地域の子育て支援についての需給計画です。 

 

●計画への記載事項 

【必須記載事項】 

 

【任意記載事項】 
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３３３３．計画の見直し・追加検討について．計画の見直し・追加検討について．計画の見直し・追加検討について．計画の見直し・追加検討について    

 

第２期子ども・子育て支援事業計画およびニーズ調査においては、第１期策定時

の考え方を前提とし、「子育て安心プラン」や今後国や県から発表される方針等に

基づいて改定することとなります。 

主な政策動向としては、以下のような内容があります。 

 

●●●●子育て安心プラン子育て安心プラン子育て安心プラン子育て安心プラン    

待機児童の解消に向けた保育の受け皿拡大を図るため、「待機児童解消加速化プ

ラン」の次期計画となる「子育て安心プラン」が平成 29 年６月に策定され、女性就

業率 80％に対応できる 32 万人分の保育の受け皿整備を 2020 年度末までに実施する

こととされた。 

また、子育て安心プラン等による待機児童の解消や保育の受け皿整備に向けて、

子ども・子育て支援法に基づく基本指針（平成 30 年３月 30 日告示・４月１日施

行）の改正が行われた。 

 

 

●●●●放課後児童ク放課後児童ク放課後児童ク放課後児童クラブの受け皿拡大ラブの受け皿拡大ラブの受け皿拡大ラブの受け皿拡大    

女性の就業率の上昇や保育ニーズの高まりを踏まえた放課後児童クラブのさらな

る受け皿拡大や育成支援の内容の質の向上。放課後子供教室と放課後児童クラブの

連携を図り、一体型教室を全国で 1 万カ所以上設置すること、新規開設する教室に

ついては、80％以上は小学校内の余裕教室を活用することが求められている。 

 

 

●●●●幼児教育・保育の無償化幼児教育・保育の無償化幼児教育・保育の無償化幼児教育・保育の無償化    

幼児教育・保育の無償化については、「働き方改革実行計画」（平成 29 年３月 

28 日働き方改革実現会議決定）、「経済財政運営と改革の基本方針について 2017

（骨太の方針 2017）」（平成 29 年６月９日閣議決定）において「財源を確保しな

がら段階的無償化を進める」とされた。その後、「新しい経済政策パッケージ」

（平成 29 年 12 月８日閣議決定）にて、具体的内容が示された。 

2019 年 10 月より３歳から５歳までのすべての子ども及び、０歳から２歳までの住

民税非課税世帯の子どもに対して、幼稚園・保育所・認定こども園の費用の無償化

全面実施予定。 
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●広域調整の促進による待機児童の解消●広域調整の促進による待機児童の解消●広域調整の促進による待機児童の解消●広域調整の促進による待機児童の解消    

「子ども・子育て支援法一部改正（平成 30 年４月１日施行）」により、保育の広

域利用を可能とし、都道府県に対して、広域での待機児童の解消に努めることが求

められている。市区町村間で利用者を広域調整するため、都道府県が協議会を設置

できると規定されており、協議会には関係する市区町村や保育事業者が参加し、都

道府県がまとめ役となり、一部の市区町村が不利にならないように配慮しながら広

域での待機児童解消をめざす。 

 

●●●●平成平成平成平成 28282828 年の児童福祉法改正による社会的養育に関する抜本的な改正年の児童福祉法改正による社会的養育に関する抜本的な改正年の児童福祉法改正による社会的養育に関する抜本的な改正年の児童福祉法改正による社会的養育に関する抜本的な改正    

すべての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援

まで一連の対策のさらなる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとと

もに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強

化、里親委託の推進等の所要の措置を講ずる。 
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●３法成立以降の子ども・子育てに関する法律、制度 

    

平成 法律・制度等 内容 

24 年 

25年 

27 年 

28 年 

29 年 

30 年 

31 年 

～ 
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４４４４．．．．平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度調査調査調査調査の概要の概要の概要の概要（案）（案）（案）（案）    

    

●●●●調査調査調査調査目的目的目的目的    

「子ども・子育て関連３法」に基づく、子ども・子育て支援制度の下で、教

育・保育・子育て支援の充実を図るための計画である「赤穂市子ども・子育て支

援事業計画」の見直しにあたり、子育て支援サービスの利用状況や今後の利用希

望、ご意見等を把握するため調査を実施します。 

    

●調査対象●調査対象●調査対象●調査対象、対象者数、対象者数、対象者数、対象者数    

◇赤穂市在住の就学前児童の保護者 

◇赤穂市在住の小学１～５年生の保護者 

    

●調査方法●調査方法●調査方法●調査方法    

今回使用する調査票は、「就学前児童用」と「小学生用」の２種類を用意しま

す。 

配布、回収については、回収率を考慮し、前回同様に保育所、幼稚園、小学校

を通じて配布・回収します。（未就園児等の一部は郵送による配布・回収） 

 

●調査票の構成調査票の構成調査票の構成調査票の構成    

今回のニーズ調査は、前回調査を基本としつつ、トレンドや政策動向、地域の

実情等についても考慮しながら、全国共通で量の見込みを算出する項目と、赤穂

市の子育て支援の現状把握や施策推進につながる項目について実施します。 

 

●ニーズ調査実施スケジュールニーズ調査実施スケジュールニーズ調査実施スケジュールニーズ調査実施スケジュール    

・１月中旬～下旬頃   調査票の配布 

・２月中旬頃      調査票の回収 

・２月中旬～３月中旬  報告書の作成、子ども・子育て会議の開催 


